
平 成 ３ １ 年 度 予 算

概 算 要 求 の 概 要

（平成３０年８月）

厚生労働省健康局



（注）【復興】と記載のあるものは、東日本大震災復旧・復興対策経費。
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原爆 289億円

(18%)

難病 1,091億円

(66%)

小児慢性特定疾病

162億円 (10%)

肝炎 64億円

(4%)

結核等 45億円

(3%)

原爆 824億円

(99%)

毒ガス等 5億円

(1%)

保健衛生施設整備費等

21億円 (100%)

B型肝炎ウイルス

感染者等給付金

572億円 (44%)

新型インフルエンザ

対策、がん対策ほか

714億円 (56%)

医療費

1,650億円

(44%)

手当 829億円

(22%)

公共投資関係費

21億円 (1%)

その他の政策的経費

1,286億円

(33%)

平成３１年度健康局予算要求の概要

３１年度要求額 ３，７８６億円
一般会計 ３，７８６億円
うち新しい日本のための優先課題推進枠 ９７億円

（３０年度予算額 ３，７３０億円)
（一般会計 ３，７２８億円）
（東日本大震災復興特別会計 ２．５億円）

平成31年度
健康局予算要求額

3,786億円
（100%）

＜経費別内訳＞



<上段：他局計上分含む　下段：健康局計上分> （単位：億円）

30年度 31年度 対前年度 対前年度

予算額 概算要求額 増 減 額 伸　率

全 体 分 74 87 12 116.4%

健康局分 28 32 5 116.9%

全 体 分 358 392 34 109.5%

健康局分 169 177 8 104.8%

全 体 分 168 168 △ 0 100.0%

健康局分 130 126 △ 4 96.8%

全 体 分 1,140 1,227 86 107.6%

健康局分 1,038 1,116 78 107.5%

全 体 分 165 170 5 103.2%

健康局分 165 170 5 103.2%

全 体 分 338 320 △ 19 94.4%

健康局分 290 258 △ 31 89.2%

全 体 分 1,289 1,281 △ 9 99.3%

健康局分 1,289 1,281 △ 9 99.3%

健康局分 707 710 3 100.4%

3,730 3,786 56 101.5%

※対策間で重複計上があるため、各対策の合計と健康局概算要求額は一致しない。

健康局概算要求額

難病対策

小児慢性特定疾病対策

がん対策

肝炎対策

健康増進対策

感染症対策

　＜対策別内訳＞

事　　項

原爆被爆者対策

その他（Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付
金支給経費等）
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１ 健康増進対策 ８７億円（７４億円）

（１）受動喫煙対策の強化【一部推進枠】 ４７億円（４２億円）

2020年東京オリンピック・パラリンピック等までに受動喫煙対策に関する新制度を定

着・徹底するため、受動喫煙対策に関する普及啓発等を行う。

（主な事業）

○改・受動喫煙対策に関する普及啓発等（国実施）【一部推進枠】 ２．８億円

国民や施設の管理者を対象とした、受動喫煙対策に関する普及啓発資材の作成等を

行う。

○改・受動喫煙対策に関する普及啓発（地方実施）【推進枠】 １０億円

国が作成した普及啓発資材等の印刷、国民や施設の管理者への配布等を行う。

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区

（補助率）１／２

・受動喫煙対策の推進に対する支援（※他局計上分） ３３億円

受動喫煙防止対策助成金の活用など、受動喫煙対策を推進する。

（２）健康づくり・生活習慣病対策の推進【一部推進枠】１８億円（１７億円）

スマート・ライフ・プロジェクトに参画する企業・団体・自治体と協力・連携しなが

ら、「健康日本２１（第二次）」を踏まえた健康無関心層を含む国民への働きかけを着実

に実施し、健康寿命の延伸、健康格差の縮小等を推進する。

（主な事業）

・健康日本２１推進費 １．５億円

特定健診受診率の向上など、「健康日本２１（第二次）」をより広く国民に浸透させ

ていくため、

①『スマート・ライフ・プロジェクト』（企業・団体・自治体との協力・連携によ

る健康づくり運動）の推進

②『健康寿命をのばそう！アワード』で企業・団体・自治体が実施している健康づ

くりの取組に対する表彰

などにより、地域、職域を通じた国民の健康づくりを着実に推進し、健康寿命の更な

る延伸を図る。

・健康増進事業（肝炎対策を除く） ９．７億円

健康増進法に位置付けられる健康増進事業（健康教育、健康相談、健康診査（骨粗

鬆症検診、歯周疾患検診等を含む）、訪問指導等）を実施する。

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村）、指定都市

（補助率）都道府県（１／２）、指定都市（１／３）
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・栄養ケア活動支援整備等事業 ５０百万円

在宅療養者への栄養ケアの体制整備、高度な専門性を発揮する管理栄養士の育成

に関するシステム構築を支援する。

（補助先）民間団体

（補助率）定額

○新・成長のための栄養サミット2020（仮称）に向けた調査事業 ３８百万円

2020年東京オリンピック・パラリンピックに合わせて開催される「成長のための栄

養サミット2020（仮称）」に向けて、これまでの我が国の栄養政策における取組の成

果や今後の取組の方向性などの「見える化」を含め、サミットでのプレゼンに資する

データや資料を取りまとめる。

○新・食事摂取基準を活用した高齢者のフレイル予防事業【推進枠】 ３７百万円

2020年度から使用する「食事摂取基準（2020年版）」では、高齢者のフレイル予防

も視野に入れた検討が予定されていることから、食事摂取基準の活用に関して医療・

介護関係者（管理栄養士、医師等）向けの教材作成と研修を実施するとともに、国民

向けの普及啓発を実施する。

・ハラールに対応できる調理師研修事業 ２８百万円

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたハラール対応に関する政府全体

の取組の一環として、日本における調理の特性を考慮しながら、ハラールに対応でき

る知識や技術を普及するための研修を支援する。

（補助先）民間団体

（補助率）定額

（３）生活習慣病予防に関する研究などの推進【一部推進枠】
２２億円（１５億円）

生活習慣病の予防、診断及び治療に係る研究を体系的に実施する。特に、たばこ対策、

健康診査、脳卒中を含む循環器疾患、糖尿病に関する研究を重点的に推進する。

また、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料とするため、健康増進

法に基づき国民健康・栄養調査を実施する。

（主な事業）

・循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究(※厚生科学課計上） １８億円

・女性の健康の包括的支援総合研究（※厚生科学課計上） ２．６億円

・国民健康・栄養調査委託費 １．５億円

（委託先）都道府県、保健所設置市、特別区
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２ がん対策 ３９２億円（３５８億円）

平成30年3月に閣議決定した第3期がん対策推進基本計画に基づき、「がん予防」「がん

医療の充実」「がんとの共生」の三つを柱とした施策を実施することで、がん対策の一層

の推進を図る。

（１）がん予防【一部推進枠】 １６８億円（１６６億円）

がんを早期に発見し、がんによる死亡者を減少させるため、がん検診受診率や精密検

査受診率の向上を図る。

（主な事業）

・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 １６億円

がん検診受診率向上に効果の大きい個別の受診勧奨・再勧奨を、引き続き、実施す

る（注）とともに、子宮頸がん検診・乳がん検診の初年度の受診対象者（子宮頸がん

検診：20歳の女性、乳がん検診：40歳の女性）にクーポン券等を配布する。また、精

密検査受診率向上のため、精密検査未受診者に対する受診再勧奨を実施する。

（注）個別受診勧奨・再勧奨の対象

子宮頸がん検診：20～69歳の女性

乳がん検診：40～69歳の女性

胃がん検診：50～69歳の男女（胃部エックス線検査は40歳以上も可）

肺がん検診：40～69歳の男女

大腸がん検診：40～69歳の男女

（補助先）市区町村

（補助率）１／２

（２）がん医療の充実【一部推進枠】 １９１億円（１６６億円）

がんゲノム医療を提供するため、がんゲノム情報管理センター及びがんゲノム医療中

核拠点病院等の機能強化を行うとともに、がん医療の実用化に資する研究を推進する等、

がん医療の充実を図る。

（主な事業）

○改・がんゲノム情報管理センター経費【推進枠】 １７億円

がんゲノム情報の集約・管理・利活用を図るため、がんゲノム医療・研究のマスタ

ーデータベース（がんゲノム情報レポジトリーシステム）を構築し、その管理・運営

機関であるがんゲノム情報管理センターの整備及び運営を支援する。

（補助先）がんゲノム情報管理センター

（補助率）定額
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○改・がんゲノム医療中核拠点病院等機能強化事業【推進枠】 ７．３億円

がんゲノム情報等を活用し、個々のがん患者の病状に応じた最適な医療の提供に加

え、がんゲノム医療連携病院に対する診療支援及びがんゲノム医療に携わる多職種の

専門家に対する研修を実施する等、支援機能を強化する。また、がんゲノムのパネル

検査を自施設で完結できるがんゲノム医療拠点病院を新たに整備する。

（補助先）がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院

（補助率）定額

・革新的がん医療実用化研究事業等（※厚生科学課計上） １０５億円

第3期がん対策推進基本計画を踏まえ、ゲノム医療の実現に資する研究、ライフス

テージやがんの特性に着目した研究（小児・AYA世代（思春期世代と若年成人世代）

のがん、高齢者のがん、難治性がん、希少がんなど）、がんの予防法や早期発見手法

に関する研究などを重点的に推進する。

（３）がんとの共生 ３３億円（２５億円）

がんになっても自分らしく生きることができる共生社会を実現するため、がん患者の

治療と仕事の両立支援や相談体制の充実を図る。

（主な事業）

○改・がん患者等の仕事と治療の両立支援モデル事業 １．１億円

がん相談支援センター等に、両立支援コーディネーターの研修を受講した相談支援

員を専任で配置し、がん患者等の各個人の状況に応じた「治療と仕事両立プラン」を

活用した就労支援を行うモデル事業を実施する。

（補助先）がん診療連携拠点病院等

（補助率）定額

○改・がん患者の就労に関する総合支援事業 ４．３億円

がん相談支援センターに就労に関する知識を有する専門家を配置することで、がん

患者の就労に関する相談に対して、適切な情報提供及び相談支援を行う体制の強化を

行う。

（補助先）都道府県、独立行政法人等

（補助率）１／２、定額

○新・がん患者等に対する相談推進事業費 ２０百万円

ＮＰＯ法人等による柔軟な患者等相談支援のあり方等について、がん患者等が、

がんに関し気軽に相談できる窓口の整備に向けた検討を行うため、実態調査を実施する。

（補助先）民間団体等

（補助率）定額
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３ 肝炎対策 １６８億円（１６８億円）

肝炎対策基本指針に基づき、肝硬変・肝がんへの移行者を減らすことを目標に、肝炎

医療や肝炎ウイルス検査などの肝炎対策を総合的に推進する。

（１）肝疾患治療の促進 ７９億円（８３億円）

抗ウイルス治療を必要とする肝炎患者がその治療を受けられるよう、医療費の助成を

行う。また、肝がん・重度肝硬変患者の医療費の負担の軽減を図りつつ、肝がん・重度

肝硬変の治療研究を促進する。

（主な事業）

・ウイルス性肝炎に係る医療の推進 ６５億円

Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核

酸アナログ製剤治療に係る患者の医療費の負担を軽減することにより、適切な医療の

確保及び受療促進を図る。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

○増・肝がん・重度肝硬変の治療研究の促進及び肝がん・重度肝硬変患者への支援

１４億円

肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担軽減

を図りつつ、肝がん・重度肝硬変治療にかかるガイドラインの作成など、肝がん・重

度肝硬変の治療研究を促進するための支援を実施する。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

（２）肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進 ４０億円（４０億円）

保健所、職域等における利便性に配慮した検査体制の確保や、市町村における個別勧

奨等の実施により肝炎ウイルス検査の受検促進を図る。

また、肝炎ウイルス検査で陽性と判定されながらも医療機関未受診の者がみられるこ

とから、適切な受療につなげるための方策を進める。

（主な事業）

○改・肝炎ウイルス陽性者のフォローアップの実施 １０．５億円

肝炎ウイルス検査で陽性となった者に対する医療機関への受診勧奨を行うととも

に、初回精密検査や定期検査費用に対する助成を行い、肝炎患者の早期治療を促進し、

重症化の予防を図る。また、新たに、職域のウイルス検査を受けた者に対する初回精

密検査について、助成を行う。

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区

（補助率）１／２
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・肝炎ウイルス検査等の実施 １０．３億円

保健所や委託医療機関における肝炎ウイルス検査を実施するとともに、職域におけ

る肝炎ウイルス検査の勧奨を進める。

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区

（補助率）１／２

・健康増進事業における肝炎ウイルス検査等の実施 １９億円

健康増進法に基づき市町村が実施する健康増進事業のうち、肝炎ウイルス検診につ

いて、個別勧奨の推進による検診受診促進を図るとともに、陽性者のフォローアップ

を推進し、肝炎の早期治療につなげる。

（補助先）都道府県、（間接補助先：市町村）、指定都市

（補助率）都道府県（１／２）、指定都市（１／３）

（３）地域における肝疾患診療連携体制の強化 ６億円（６億円）

地域における肝炎対策を推進するため、都道府県、肝疾患診療連携拠点病院を中心と

した地域連携体制の強化を図る。

また、肝疾患診療連携拠点病院において、肝炎患者に対する治療や就労に関する相談

支援や生活指導を実施するなど、患者等支援の充実を図る。

（主な事業）

・肝疾患地域連携体制の強化 ４．５億円

地域における肝炎対策を推進するため、都道府県及び肝疾患診療連携拠点病院を中

心に、関係機関が協力して連携体制を強化するとともに、肝炎医療コーディネーター

などの人材育成や肝炎患者等への支援を行うことで、地域における肝疾患診療連携体

制の強化や肝炎医療の提供体制等の充実を図る。

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区

（補助率）１／２

・肝炎情報センターによる支援機能の戦略的強化 １億円

国立国際医療研究センター肝炎情報センターによる肝疾患診療連携拠点病院への支

援の質の向上を図るため、地域の肝疾患医療提供体制推進のためのブロック会議等の

実施や患者等支援の充実に必要な助成を行う。また、肝疾患診療連携拠点病院の相談

員等が、肝炎患者からの相談に対する補助ツールとして活用することができる相談支

援システムの運用等を行う。

（補助先）国立国際医療研究センター肝炎情報センター

（補助率）定額
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（４）国民に対する正しい知識の普及と理解等 １．５億円（１．５億円）

都道府県等によるリーフレットやポスターの作成、シンポジウム、市民公開講座、肝

臓病教室の開催等により、積極的に普及啓発を図るとともに、厚生労働省肝炎総合対策

推進国民運動（知って、肝炎プロジェクト）を推進する。

（主な事業）

・肝炎総合対策推進国民運動（知って、肝炎プロジェクト）の推進 １億円

多種多様な媒体を活用した効果的な情報発信や民間企業との連携を通じ、肝炎に関

する知識や肝炎ウイルス検査の必要性などを分かりやすく伝える啓発事業を展開す

る。

（５）研究の推進【一部推進枠】 ４１億円（３７億円）

平成２８年１２月に中間見直しが行われた「肝炎研究１０カ年戦略」を踏まえ、Ｂ型

肝炎の画期的な新規治療薬の開発を目指した創薬研究や肝硬変の病態解明と新規治療法

の開発を目指した研究等をはじめとする実用化研究と、肝炎対策を総合的に推進するた

めの基盤となる行政的な課題を解決するために必要な政策研究を推進する。

（主な事業）

・肝炎等克服実用化研究事業（※厚生科学課計上） ３８億円

肝炎に関する基礎、臨床研究等を総合的に推進し、肝炎治療実績の大幅な改善につ

ながる成果の獲得を目指す。特に、Ｂ型肝炎の新たな治療法の開発やＣ型肝炎治療の

予後改善等の研究を開始する。

・肝炎等克服政策研究事業（※厚生科学課計上） ３．１億円

肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる疫学調査や行政的な課題を克服する

ために必要な研究を進める。具体的には、長期的かつ全国規模の疫学調査の他、職域

等を含めた肝炎ウイルス検査受検率の向上や要治療者の受療率の向上、新規感染者の

発生を抑制するための方法の開発、肝がんの再発防止とＱＯＬを含めた予後の改善に

資する研究等を進める。
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４ 難病対策 １，２２７億円（１，１４０億円）

（１）医療費助成の実施 １，０９１億円（１，０２０億円）

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく指定難病の患者に対する医療費

助成に必要な経費等を確保し、患者の医療費の負担軽減を図る。

・難病医療費等負担金 １，０８４億円

（補助先）都道府県、指定都市

（補助率）１／２

・特定疾患治療研究事業 ７．１億円

（補助先）都道府県

（補助率）１／２（難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎等）

10／10（スモン、スモンに対するはり、きゅう及びﾏｯｻｰｼﾞ治療研究費）

（２）難病患者の社会参加と難病に対する国民の理解の促進のための施策の充実

【一部推進枠】１３億円（１１億円）

地域の様々な支援機関と連携した相談支援体制の構築などにより、難病患者の長期療

養生活上の悩みや不安を和らげ、就労支援を推進するとともに、難病についての理解を

深める取組を推進し、難病患者が社会参加しやすい環境の整備を図る。

（主な事業）

・難病相談支援センター事業 ６．３億円

地域の様々な支援機関と連携した相談支援体制を構築し、地域で生活する難病患

者等の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援等を行う。

（補助先）都道府県、指定都市

（補助率）１／２

・難病患者地域支援対策推進事業 １．２億円

保健所を中心に「難病対策地域協議会」を設置するなど、地域の医療機関、市町

村等の関係機関との連携の下に、保健、医療及び福祉の総合的なサービスの提供を

要する難病患者を支援する。

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区

（補助率）１／２
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○新・地方分権改革を踏まえたマイナンバー情報連携体制整備に係る経費【推進枠】

１．６億円

地方分権改革に係る地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、マイナンバーの

利活用による医療費助成の申請手続の負担軽減を図る。

（補助先）都道府県、指定都市

（補助率）１／２

（３）難病の医療提供体制の推進 ５．５億円（５．５億円）

難病の医療提供体制を推進するため、都道府県における拠点となる医療機関を中心と

した連携体制の構築等に対する支援を行う。

また、国において、これらの拠点となる医療機関の診療を支援する体制を構築する。

・難病医療提供体制整備事業 ５．１億円

都道府県において、医療提供体制を構築・評価する難病医療連絡協議会を運営す

るととともに、構築された医療提供体制において診療連携の中心となる難病診療連

携拠点病院において、診療連携やレスパイトの調整・推進、医療や治療と就労の両

立のための相談対応や研修等を実施する。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

・難病情報センター等事業 ３５百万円

多様性、希少性などにより難病診療連携拠点病院での対応が困難な事例について、

拠点病院からの照会を受け、国立高度専門医療研究センター、難病研究班や関係学

会等の専門的な知識を有する団体らによる難病医療支援ネットワーク等へつなぎ、

必要な支援、情報提供等を行う。

（補助先）公益財団法人難病医学研究財団

（補助率）定額

（４）難病に関する調査・研究などの推進【一部推進枠】
１１７億円（１０４億円）

難病研究を総合的・戦略的に実施するため、全国規模の指定難病データベースによる

難病患者の情報の収集を進めるとともに、この情報を活用するなどして、疫学調査、病

態解明、新規治療法の開発、遺伝子治療、再生医療技術等を用いた研究を行う。

（※一部厚生科学課計上）
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５ 小児慢性特定疾病対策 １７０億円（１６５億円）

慢性的な疾病を抱える児童等に対する医療費助成に必要な経費を確保し、患児家庭の医

療費の負担軽減を図る。

また、慢性的な疾病を抱える児童等の自立を促進するため、療養生活に係る相談や地域

の関係者が一体となって自立支援を行うための事業を行う。

さらに、小児期から成人期への円滑な移行期医療を推進するための、都道府県における

体制の構築に対する支援を行う。

（主な事業）

・小児慢性特定疾病医療費負担金 １５２億円

（補助先）都道府県、指定都市、中核市

（補助率）１／２

・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 ９．２億円

幼少期から慢性的な疾患を抱えているため、学校教育を受ける機会の減少などによ

り社会性の育成に遅れが見られ、自立を阻害されている児童について、地域による支

援の充実により自立促進を図る。

（補助先）都道府県、指定都市、中核市

（補助率）１／２

・移行期医療支援体制整備事業 ３２百万円

小児慢性疾患の児童が成人後も適切な医療を受けられるよう、移行期医療支援コー

ディネーターを配置し、医療機関等の連携の調整や、小児慢性特定疾病児童等やその

家族の移行期に係る相談支援を実施することにより、移行期医療支援体制の構築を図

る。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

○新・地方分権改革を踏まえたマイナンバー情報連携体制整備に係る経費【推進枠】

２．９億円

地方分権改革に係る地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、マイナンバーの

利活用による医療費助成の申請手続の負担軽減を図る。

（補助先）都道府県、指定都市、中核市

（補助率）１／２
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６ 感染症対策 ３２０億円（３３８億円）

（１）新型インフルエンザ等の感染症対策の強化
【一部推進枠】２８４億円（３０５億円）

新型インフルエンザ等の感染症の発生に備え、抗インフルエンザウイルス薬、プレパ

ンデミックワクチンの備蓄等を行う。

（主な事業）

○増・抗インフルエンザウイルス薬、プレパンデミックワクチンの備蓄経費等 １５８億円

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」（平成25年6月7日閣議決定）に基づき、

抗インフルエンザウイルス薬、プレパンデミックワクチンの備蓄等を行う。

○改・結核対策特別促進事業費 ３億円

結核のハイリスク者である80歳以上の高齢者に対する患者早期発見事業を実施し、

罹患率低下のための対策強化を図る。

○改・特定感染症検査・相談関係事業費 ４．１億円

風しんの抗体検査について補助の対象者を拡大し、抗体保有率が低い世代の男性も

対象とすることで風しんの排除のための対策を推進する。

○改・感染症指定医療機関運営費 ９億円

指定医療機関における感染症患者の医療体制の整備の推進を図る。

（２）ＡＭＲ（薬剤耐性）対策の推進 ７．２億円（７．１億円）

「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」（平成28年4月5日国際的に脅威となる感染

症対策関係閣僚会議決定）に基づき、AMR対策に関する調査、普及啓発を行うとともに、

ワンヘルス・アプローチ（※）に関する国際会議を開催する。また、臨床情報センター

の運営を行う。

（※）ヒト、動物、環境等の複雑な相互作業によって生じる感染症の対策に、公衆衛生、動物衛生等の関係者

が連携し、一体となって対応しようとする概念。

（主な事業）

・AMR対策に係る国際協力の推進 ２６百万円

ワンヘルス・アプローチに関する国際会議を、日本において開催する。

・AMRに係る普及啓発の推進 ４百万円

医療従事者に対し薬剤耐性や抗微生物薬の適正使用に関する知識や理解を深めるた

めの普及啓発を行う。

・AMRに関する臨床情報センター事業 ２．９億円

薬剤耐性に関する臨床情報の収集・還元及び研修の実施を担う「臨床情報センター」

の運営を行う。
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・薬剤耐性菌発生動向調査事業費 ６２百万円

院内感染対策サーベイランス事業（ＪＡＮＩＳ）により、ＭＲＳＡ（メチシリン耐

性黄色ブドウ球菌）をはじめとする薬剤耐性菌感染症の発生動向調査等を実施する。

（３）予防接種の推進 １９億円（１７億円）

「予防接種に関する基本的な計画」（平成26年４月告示）に基づき、予防接種施策を

推進するとともに、予防接種が正しく実施されるように、予防接種に従事する者に対す

る研修を実施する。また、予防接種の副反応が疑われる症状等に関する情報整理及び調

査を行うとともに、予防接種による健康被害者への救済を着実に進める。

（主な事業）

・予防接種事故救済給付費 １２億円

予防接種法に基づく予防接種による健康被害の救済措置として、医療費・医療手当、

障害年金、死亡一時金等を支給する。

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村）

（補助率）２／３（負担割合：国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

○改・予防接種の有効性・安全性の効果測定に関するデータ収集等経費 １．９億円

市町村において、市町村が保有している予防接種歴と診療情報を紐付けるデータ集

計をモデル的に実施し、ワクチン接種歴と症状の関連性の評価を行う。

（補助先）市町村

（補助率）定額

○改・予防接種行政の評価のためのデータ収集経費 ３８百万円

予防接種行政の評価を行うため、国内のワクチン産業の現状を把握するとともに、

定期接種実施医療機関におけるワクチンの購入価格調査を実施する。

（補助先）民間団体

（補助率）定額

○改・予防接種従事者研修事業 ２１百万円

予防接種法に基づく定期接種が正しく実施されるよう、予防接種に従事する行政担

当者及び医療従事者を対象に研修会を実施する。また、医療従事者を対象とする研修

会の内容について、定期接種を実施する全国の医療従事者がオンラインで受講できる

環境を整備する。

（４）ＨＴＬＶ－１関連疾患に関する研究の推進 １０億円（１０億円）

ヒトT細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）への感染防止及びこれにより発症する成人

T細胞白血病（ATL）やHTLV-1関連脊髄症（HAM）の診断・治療法等に関する研究について、

感染症・がん・難病・母子保健対策関連研究事業が連携することにより、総合的な推進

を図る。 （※厚生科学課計上）
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７ エイズ対策 ４７億円（４５億円）

ＨＩＶ感染やエイズの発症予防のため、焦点を絞った効果的な普及啓発や、夜間・休

日など利用者の利便性に配慮した検査・相談を行う。また、ＨＩＶ感染者・エイズ患者へ

の医療等提供体制の整備を図るとともに、感染者等の生活の質を高めるための電話相談や

カウンセリング等を行う。

（１）発生の予防及びまん延の防止 ５．５億円（４．９億円）

保健所等における検査・相談体制の充実等により、エイズの発生とまん延の防止を図

るとともに、地域の実情に応じたきめ細かなエイズ対策の促進を図る。

（主な事業）

・保健所等における無料・匿名でのＨＩＶ検査・相談事業 ３億円

利用者の利便性に配慮した平日夜間や土日における時間外検査・相談を引き続き推

進し、ＨＩＶ感染の早期発見・早期治療及び行動変容を促進し、ＨＩＶ感染拡大の防

止を図る。

（補助先）都道府県、政令市、特別区

（補助率）１／２

○改・職域健診ＨＩＶ・性感染症検査モデル事業 ２４百万円

診断時に既にエイズを発症している割合が約３割と高い水準にあり、早期発見のた

めの検査機会の確保が必要と考えられることから、健康診断の機会を利用したＨＩＶ

・性感染症の検査モデル事業を実施する。

（補助先）都道府県、政令市より選定

（補助率）定額

○増・都道府県等によるエイズ対策促進事業 １．７億円

各都道府県等において、地域の実情に応じたきめ細かなエイズ予防対策を総合的に

促進するためのエイズ対策推進協議会等の設置等各事業に要する経緯に対する補助を

行い、エイズ対策の促進を図る。

（補助先）都道府県、政令市、特別区

（補助率）１／２
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（２）医療等の提供及び国際的な連携 １２億円（１１億円）

エイズ治療拠点病院を中心とする医療従事者への実務研修等、総合的な医療提供体制

を確保するとともに、国際協力を通じて、国際的な連携を図る。

（主な事業）

・ＨＩＶ感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の環境整備事業 ４７百万円

抗ＨＩＶ療法の進歩により長期存命が可能となったＨＩＶ感染者・エイズ患者への

在宅医療・介護の環境を整備するため、訪問看護師や介護福祉士等への実地研修、か

かりつけ医や地域の歯科医、透析医への講習会等を実施する。

（委託先）公募

・中核拠点病院連絡調整員養成事業 １２百万円

より高度な医療を受けられる地方ブロック拠点病院に集中するＨＩＶ感染者やエイ

ズ患者を地域の医療機関で受け入れるための調整を行う連絡調整員（コーディネータ

ーナース）を養成し、ＨＩＶ医療の連携体制を強化する。

（委託先）公募

・血友病患者等治療研究事業 ４．９億円

先天性血液凝固因子障害等患者の置かれている特別な立場に鑑み、社会保険各法の

規定に基づく自己負担分を公費負担する。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

（３）普及啓発及び教育 ７．７億円（８．４億円）

国民のエイズに対する関心と理解を深めるため、青少年や同性愛者等への普及啓発、

世界エイズデー等における普及啓発イベントやインターネットによる情報提供等を実施

する。

（主な事業）

・ＮＧＯ等への支援事業 １．４億円

より効果的なＨＩＶ感染予防の普及啓発や患者支援を行うため、ＨＩＶ陽性者や同

性愛者等で構成されるＮＧＯ・ＮＰＯによる当事者性のある活動への支援を行う。

（委託先）公募

・「世界エイズデー」等普及啓発事業 ２０百万円

国民のエイズに関する関心と理解を高めるため、ＷＨＯの提唱する１２月１日の

「世界エイズデー」に合わせ、街頭等における啓発普及活動を実施し、エイズに関す

る正しい知識の浸透を図る。

（委託先）公募
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（４）研究開発の推進【一部推進枠】 ２３億円（２０億円）

我が国のＨＩＶ感染者・エイズ患者の報告数は依然として減少しておらず、また、

抗ＨＩＶ療法の進歩による療養の長期化に伴う新たな課題が生じている。これらの課題

に対応するべく臨床分野、基礎分野、社会医学分野、疫学分野における研究を行う。

（主な事業）

・エイズ対策研究事業（※厚生科学課計上） １５億円

今後のエイズ対策に反映するため、基礎、臨床、社会医学、疫学等の観点から、

ＨＩＶ感染者に係る医療体制の向上、長期予後における合併症等の克服、同性愛者

等に対する効率的かつ効果的なＨＩＶ感染予防の効果、早期発見と早期治療の促進

に資する研究を推進する。

８ リウマチ・アレルギー対策【一部推進枠】１０．６億円（６．８億円）

リウマチ・アレルギー対策の推進のため、治療法の開発や医療の標準化に資する研究

の推進、患者やその家族の悩み・不安に対応するための相談員の資質の向上を図る。

また、アレルギー対策については、アレルギー疾患対策基本法に基づく基本指針等を

踏まえ、アレルギー中心拠点病院等及び都道府県への支援を行うとともに、医師向けの研

修会及び国民がアレルギー疾患に関して科学的知見に基づく適切な情報を入手できる情報

提供ウェブサイトの構築等を行い、アレルギー医療の均てん化を推進する。

（主な事業）

・リウマチ・アレルギー特別対策事業 ９３百万円

リウマチ系疾患や食物アレルギー等について新規患者の抑制等を図るため、都道

府県連絡協議会の開催、研修の実施、正しい知識の普及啓発、診療ガイドラインの

普及等情報提供等を行う。

（補助先）都道府県、政令指定都市、中核市

（補助率）１／２

・アレルギー疾患医療提供体制整備事業 ３５百万円

都道府県アレルギー疾患医療拠点病院との定期的な連絡会議の開催、都道府県拠点

病院のアレルギー疾患医療に従事する医師に対する計画的育成等への支援を行う。

（補助先）国立成育医療研究センター、国立病院機構相模原病院

（補助率）定額

・アレルギー疾患対策都道府県拠点病院モデル事業 ３１百万円

都道府県においてアレルギー疾患医療提供体制を構築する際のモデルとするため、

モデルとなり得る複数の都道府県アレルギー疾患医療拠点病院に対し、体制整備に必

要な支援を行う。

（補助先）公募

（補助率）定額
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・アレルギー情報センター事業 ４１百万円

アレルギー患者やその家族に対し、ウェブサイト等を通じて免疫アレルギー疾患等実

用化研究事業等の成果やアレルギー専門家、専門医療機関の所在、最新の治療指針等の

情報提供等を行う。

また、自治体等でリウマチ・アレルギー疾患対策に取り組む職員等を対象に、全国

の主要都市を中心に研修会を開催し、正しい知識の普及を通じ職員等の資質の向上を

図る。

（補助先）（一社）日本アレルギー学会

（補助率）定額

・免疫アレルギー疾患等実用化研究事業等（※厚生科学課計上） ８．５億円

長期にわたり生活の質を低下させる免疫アレルギー疾患について、発症原因と病

態との関係を明らかにし、予防、診断及び治療法に関する新規技術を開発するとと

もに、医療の標準化や均てん化に資する研究を行う。

９ 腎疾患対策【一部推進枠】 ２．９億円（０．９億円）

慢性腎臓病（ＣＫＤ）に関する診断・治療法の研究開発を推進する。また、都道府県

において、ＣＫＤに関する連絡協議会の設置、研修の実施、正しい知識の普及啓発等を行う。

（主な事業）

・慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業 ３５百万円

ＣＫＤ対策を推進するため、都道府県において連絡協議会の設置、研修の実施、正

しい知識の普及啓発等を実施する。

（補助先）都道府県、政令指定都市、中核市

（補助率）１／２

○新・慢性腎臓病（ＣＫＤ）診療提供体制構築モデル事業 ７０百万円

ＣＫＤを早期に発見・診断し、良質で適切な治療を早期から実施・継続できる診療

体制を構築するため、都道府県に対し、市町村、かかりつけ医、専門医等との切れ目

のない連携を行うために必要な支援を実施する。

（補助先）都道府県

（補助率）定額

・腎疾患実用化研究事業等（※厚生科学課計上） １．９億円

腎機能異常の早期発見・早期治療により重症化を予防し、新規透析導入患者数を減

少させるため、エビデンスに基づくガイドラインの作成・更新、病態の解明及び治療

法開発等に係る研究を行う。
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１０ 慢性疼痛対策【一部推進枠】 ２．４億円（１．９億円）

慢性の痛みを抱えた患者に対する診療モデルの構築を推進するほか、慢性の痛みに関

する診断・治療法の研究開発や、患者に対する相談、国民の理解の促進など、患者の生

活の質の向上を図る取組を引き続き推進する。

（主な事業）

・慢性疼痛診療システム構築モデル事業 ６９百万円

慢性の痛みに対して診療科間が連携して診療を行う体制を備えた痛みセンターと地

域の医療機関が連携し、慢性の痛みを抱えた患者に対して、地域で学際的診療を行う

診療モデルの構築を推進する。

（補助先）公募

（補助率）定額

・からだの痛み相談・支援事業 １４百万円

慢性の痛みを抱えた患者・家族が症状を訴えても適切な診断・助言が得られないと

いう現状を改善するため、的確な相談や助言ができる信頼性の高い相談窓口機関を設

け、患者やその家族をサポートする。

また、全国の難病相談支援センター等でも相談を受けられるよう相談マニュアルを

策定・配布する。

（補助先）公募

（補助率）定額

・慢性の痛み対策研究事業等（※厚生科学課計上） １．５億円

慢性の痛みに対する適切な医療提供体制の構築や、慢性の痛みに関する病態解明や

画期的な診断・治療法の開発の加速化を図るため、中核的な医療機関と地域の医療機

関によるリハビリテーションを含む総合的な診療科連携や多職種連携体制の構築に向

けた研究や、患者数の多い既知の疾患に伴う慢性の痛み、原因や病態が十分に解明さ

れていない慢性の痛み、機能的要因により引き起こされる慢性の痛みに関する病態解

明等の研究を推進する。
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１１ 移植医療対策 ３３億円（３１億円）

（１）造血幹細胞移植対策の推進 ２４億円（２３億円）

骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植の３種類の移植術について、患者の病気の

種類や病状に応じて適切な方法で移植を実施するための体制の整備や治療成績の向上を図る。

（主な事業）

○新・ドナー環境整備によるコーディネート期間短縮化事業 ２４百万円

ドナー勤務先である企業等に対し、ドナー休暇制度の導入を推進・支援することで、

働きながらドナーになりやすい環境を整備し、骨髄等移植におけるコーディネート期

間の短縮化を図る。

（補助先）（公財）日本骨髄バンク

（補助率）定額

○新・若年層ドナー登録者確保対策事業 １１百万円

骨髄バンクドナー登録者の高齢化が進んでおり、今後、多くの者がドナープールか

ら抜けることが想定されるため、比較的ドナー登録期間が長く、また実際にドナーに

なりうる可能性が高い若年層をターゲットとしたドナー確保対策を実施する。

（補助先）（公財）日本骨髄バンク

（補助率）定額

○増・造血幹細胞移植関連情報システムの一元化 ５億円

骨髄・末梢血幹細胞移植、臍帯血移植ごとに管理されている造血幹細胞移植関連情

報を一元的に管理するシステムを構築することで、業務の効率化を図り、移植医療サ

ービスの向上を目指す。

（補助先）日本赤十字社

（補助率）定額

（２）臓器移植対策の普及・推進 ６．８億円（６．４億円）

臓器移植を推進するため、臓器提供施設の連携体制構築のための支援や、若年層への

普及啓発を推進するための取組を充実させるとともに、適正なあっせん体制の整備を推

進するための取組を行う。

（主な事業）

○新・臓器提供施設の連携体制の構築 ５１百万円

臓器提供事例が多い施設から少ない施設等に対し、人員配置やマニュアル作成のノ

ウハウを助言するとともに、臓器提供事例発生時に医師や検査技師が応援に駆けつけ

る等の支援を行うことで、地域における臓器提供体制の構築を図る。

（補助先）（公社）日本臓器移植ネットワーク

（補助率）定額
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○増・若年層への普及啓発支援体制の充実 ６百万円

教員等を対象にしたセミナーを引き続き実施するとともに、移植を受けた方やドナ

ー家族の方などを授業等に派遣し体験談をお話しいただくことで、若年層への普及啓

発支援体制の充実を図る。

（補助先）（公社）日本臓器移植ネットワーク

（補助率）定額

１２ Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 ５７２億円（５７２億円）

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、Ｂ型肝炎ウ

イルスの感染被害を受けた方々への給付金などの支給に万全を期すため、社会保険診療報

酬支払基金に設置した基金に給付金などの支給に必要な費用の積み増しを行う。

（交付先）社会保険診療報酬支払基金

１３ 原爆被爆者の援護 １，２８１億円（１，２８９億円）

○保健、医療、福祉にわたる総合的な施策の推進

高齢化が進む原爆被爆者の援護施策として、医療の給付、諸手当の支給、原爆養護

ホームの運営、調査研究事業など総合的な施策を引き続き実施するとともに、被爆の

実相を世代や国境を越えて伝えるため、被爆建物・樹木の保存や、被爆体験の伝承者

を国内外へ派遣する等の事業を推進する。

また、長崎の被爆体験者への医療費助成対象疾患に脂質異常症の追加を行うととも

に、被爆者の健康増進を図るため、老朽化している被爆者保養施設への補助を行う。

（主な事業）

・医療費の支給、健康診断 ３０６億円

・諸手当の支給 ８６０億円

・保健福祉事業（原爆養護ホームの運営等） ７０億円

○改 ・被爆体験伝承事業 ０．５億円

○改 ・原爆死没者慰霊等事業における被爆建物・樹木の保存事業の ０．７億円

拡充

○改 ・被爆体験者精神影響等対策事業における医療費助成対象疾患 ０．３億円

への脂質異常症の追加
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１４ ハンセン病対策 ３７億円（３６億円）

ハンセン病元患者の名誉回復のため、ハンセン病問題に関する正しい知識の普及啓発

等を進め、国立ハンセン病資料館等の学芸員を増員し、資料館活動の充実を図る。

また、ハンセン病療養所の入所者に対する必要な療養を確保し、退所者等への社会生

活支援策等を実施する。

（１）謝罪・名誉回復措置 ６．９億円（６．５億円）

ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図るため、普及啓発その他必要な措置

を講じる。

（主な事業）

・国立ハンセン病資料館及び重監房資料館の運営 ５．１億円

国立ハンセン病資料館及び重監房資料館を運営し、ハンセン病やハンセン病対策の

歴史に関する正しい知識の普及啓発などを行う。

（委託先）公募

・歴史的建造物等の保存等 ０．９億円

各療養所に存在する歴史的建造物について保存を行うため、対象建造物の補修等を

行うほか、国立ハンセン病資料館において、ハンセン病対策の歴史に関する貴重な資

料の保管環境の充実を図るため、新たに収蔵庫を整備するための設計を行う。

（２）社会復帰・社会生活支援 ２９億円（２９億円）

退所者給与金・非入所者給与金・特定配偶者等支援金の支給、ハンセン病療養所入所

者家族に対する生活援護等を行う。

（主な事業）

・退所者等対策経費 ２７億円

ハンセン病療養所の退所者に対して、退所者給与金を支給する。また、非入所者に

対して、非入所者給与金を支給する。

さらに、退所者給与金受給者の配偶者等に対して特定配偶者等支援金を支給する。

（３）在園保障 １．０億円（１．２億円）

私立ハンセン病療養所の運営を支援し、入所者に対する必要な療養の確保を図る。

（主な事業）

・私立ハンセン病療養所運営経費 １．２億円

（補助先）（一財）神山復生病院

（補助率）定額
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１５ 地域保健対策 ７．４億円（６．７億円）

（１）人材育成対策の推進 ９２百万円（９２百万円）

地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育体制の

構築を推進するとともに、円滑な人材育成を実施するための支援策を講ずる。

（主な事業）

・地域保健従事者の現任教育体制の推進 ２６百万円

（補助先）都道府県、指定都市

（補助率）１／２

・新任保健師等の育成支援 １２百万円

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区、市町村

（補助率）１／２

（２）地域・職域連携体制等の推進 ２．１億円（２．１億円）

広域的な地域・職域保健の連携を図り、生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体

制を整備する。

（主な事業）

・地域・職域連携推進事業 ５８百万円

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区

（補助率）１／２

（３）地域健康危機管理対策の推進【一部推進枠】４．４億円（３．７億円）

地域での健康危機管理体制の基盤強化等に資する健康安全・危機管理対策に関する総

合的な研究の推進等を図る。

（主な事業）

・健康安全・危機管理対策総合研究（※厚生科学課計上） ３．６億円

（４）被災地の健康支援活動に対する支援【復興】
被災者支援総合交付金（復興庁所管） １９０億円の内数（１９０億円の内数）

東日本大震災により長期にわたり仮設住宅で生活する被災者の健康状態の悪化を防ぐ

ため、被災３県（岩手、宮城、福島）における仮設住宅に居住する被災者を対象とした

各種健康支援活動やその提供体制づくりの推進に必要な経費について財政支援を行う。

・被災地健康支援事業

（交付先）岩手県、宮城県、福島県





〈 計 数 編 〉

１ 健康増進対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２ がん対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

３ 肝炎対策・Ｂ型肝炎訴訟対策・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

４ 難病対策、小児慢性特定疾病対策・・・・・・・・・・・・・・ ５

５ 感染症対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

６ エイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

７ リウマチ・アレルギー対策、腎疾患対策、慢性疼痛対策・・・・ ８

８ 移植医療対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

９ 保健衛生施設等整備（災害復旧に対する支援を含む）・・・・・ 10

10 原爆被爆者等対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

11 ハンセン病対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

12 地域保健対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

【注】各計数において、端数を四捨五入しているため、合計額と一致しない場合がある。




























